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【参考】 参照条文（１）

○放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）

（定義）
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 ～ 三十 （略）
三十一 「配信」とは、放送番組その他の情報を電気通信回線を通じて一般の利用に供することであつて、放送に

該当しないものをいう。
三十二 「番組関連情報」とは、協会が放送する又は放送した放送番組の内容と密接な関連を有する内容の情報で

あつて、当該放送番組の編集上必要な資料により構成されるもの（当該放送番組を除き、当該放送番組を編集し
たものを含む。）をいう。

三十三 ～ 三十四 （略）

（目的）
第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組

による国内基幹放送（国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。）を行うとともに、放送番組及び番組関連情報
の配信並びに放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うこ
とを目的とする。

（業務）
第二十条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 ～ 二 （略）
三 協会が放送する全ての放送番組（著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第二条第一項第九号の七に規定す

る著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかつたものその他配
信をしないことについてやむを得ない理由があるものを除く。次号において同じ。）について、放送と同時に当
該放送番組の配信を行うこと。

四 協会が放送した全ての放送番組について、放送の日から総務省令で定める期間が経過するまでの間、当該放送
番組の配信を行うこと。

五 協会が放送する又は放送した放送番組の全部又は一部について、第二十条の四第一項に規定する業務規程に定
めるところに従い、番組関連情報の配信を行うこと。

六 ～ 八 （略）
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【参考】 参照条文（２）

（必要的配信業務の方法）
第二十条の三 協会は、第二十条第一項第三号から第五号までの業務（以下この条において「必要的配信業務」とい

う。）を行うに当たつては、必要的配信業務に用いられる設備（当該設備に記録された放送番組その他の情報を公
衆からの求めに応じ自動的に送信するための設備その他の総務省令で定める設備に限る。次項第一号及び第三項に
おいて「配信用設備」という。）及びその運用のための業務管理体制（以下この条において「配信用設備等」とい
う。）を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

２ 前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 配信用設備の損壊若しくは故障又は不適切な運用により、必要的配信業務に著しい支障を及ぼさないようにす

ること。
二 配信用設備等を用いて行われる配信の品質が総合的に評価して基幹放送の品質とできる限り同等の水準である

ようにすること。
３ ～ 11 （略）
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